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新年おめでとうございます
道路市民の会発足 ４年目に！

「市民の会」のホームページ ⇒都市計画道路を考える小金井市民の会 https://koganeiroad.jimdo.com/

小
池
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事
は
公
約
を
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り
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民
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が
望
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い
道
路
事
業
化
は
中
止
す
べ
き

2016
3.23

都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・１１号線 外」の計画の見直
しを求める意見書

2016
9.25

都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・１１号線外」の 計画につい
て見直しと誠意ある対応を求める意見書

2017
12.22

都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・１１号線外」の整備計画の見
直しと意見交換会の在り方の改善を求める意見書

2018
3.21

都市計画道路「小金井３・４・１号線」及び「小金井３・４・１１号線外」の計画見直
し、並びに「小金井３・４・１１号線外」の整備の是非について協議できる場の
設定を求める意見書

このたび東京都が優先整備路線に決定した小金井
市内の２路線に関しては、以下のような課題の指摘
があると聞いております。優先整備路線の決定にあ
たっての意見書の提出件数も群を抜いており、知事
に就任させていただきましたら、実際に巡視し、小金
井市、小金井市議会、地域住民の皆様とも対話し、優
先整備路線に位置付けることが不適切だと判断され
る場合には、必要に応じ、見直しを進めていきたいと
考えております。
3.小金井市議会では、保守系から革新系まで与野党
の大方の議員が、優先整備路線決定に疑問を提起し
ており、地元議会の理解がないまま事業を強行する
ことは不適切である。

4.小金井市、小金井市議会、小金井市民の皆様からの
積極的な要望に基づいて優先整備路線に選定され
た経過はなく、選定にいたる過程の都民参加も不十
分であるとの印象をぬぐえない。数多く提出された
意見書についても、都庁内において真摯に対応が検
討されたとは思えない。
5.すでに小金井市内には、その狭い市域の中に小

金井街道、新小金井街道が南北を結んでおり、JR中
央線の高架化事業の完成で踏切渋滞も解消されて
いる。第三の南北路線にどの程度の需要があるか疑
問である。また、第三の南北路線は、五日市街道以北
に計画がなく、都が担うべき「広域的な道路行政」の
要素が比較的少ないと思われる。

東京都が「第四次事業
化計画」の優先整備路
線決定にあたって募
集したパブリックコメン
トの結果
（2016年3月）

小金井市議会が採択
した小金井３・４・１号
線と３・４・１１号線の
見直しを求める意見
書

今
年
は
、
２
０
１
６
年
3
月
に
小
金
井
３
・

４
・
１
号
線
と
３
・
４
・
１
１
号
線
を
10
年
以

内
に
優
先
的
に
整
備
す
べ
き
路
線
に
決
定
さ
れ
、

都
市
計
画
道
路
を
考
え
る
小
金
井
市
民
の
会
を

結
成
し
て
4
年
目
に
入
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

市
民
の
会
は
市
内
の
団
体
、
市
民
、
市
議
会
の

み
な
さ
ん
と
協
力
し
て
、
事
業
化
の
見
直
し
を

求
め
る
活
動
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
小
池
都
知

事
は
、
都
知
事
選
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
「
現
地
視

察
」
と
「
必
要
に
応
じ
見
直
し
」
を
表
明
し
ま

し
た
。
知
事
は
公
約
を
守
り
、
見
直
し
に
着
手

す
べ
き
で
す
。

東
京
都
は
、
昨
年
の
「
３
・
４
・
１
１
号
線

に
関
す
る
意
見
交
換
会
と
説
明
会
」
に
続
き
、

3
月
ま
で
に
意
見
交
換
会
を
行
う
と
し
て
い
ま

す
。「

市
民
の
会
」
は
、
今
年
も
市
民
の
み
な
さ

ん
と
手
を
携
え
て
、
活
動
し
て
い
き
ま
す
。
引

き
続
き
、
ご
協
力
・
ご
支
援
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

東京都知事選での「はけの自然と文化をまもる会」の公開アンケートに対する小池候補（当時）の回答 （抜粋）



市民の会の小池東京都知事への再々質問に対する回答(2018 年 12 月 18 日) 

昨年 9月 14 日に小池東京都知事に提出した「小金井３・４・１号線及び小金井３・４・１１号線に関する質問（再々質問）」に対

する回答が 12 月 18 日付で、届きました。回答だけでも 7 ページになるので、主な点を抜粋して、質問と回答を対比し

て掲載します。この質問はこれまで２回の質問に対して回答がなかったもの、不十分だったものについて再度質問した

ものです。 

 

都市計画道路を考える小金井市民の会の質問（再々質問）と東京都の回答対比表(2018 年) 
番号 質  問 回  答 
２-１）前回の回答２Ａ（路線の必要性・整備目的）に関して 

再 質 問

② 

 

平成 22 年と 27 年を比べる

と、天文台通り、武蔵境通りと

も減少している。完成時の交通

量予測は、いつの時点の調査を

元に予測したのか。 

 東京における都市計画道路の整備方針（以下「第四次事業化計画」

という。） の策定にあたって、必要性を確認するための一環として

予測した将来交通量は、平成 17 年度道路交通センサスに基づい

て 、広く一般に用いられている予測手法を活用し、将来の人口配置

や経済の動向などを考慮し、将来の道路ネットワークとの関係から予

測しています。 

再 質 問

④ 

 

周辺道路の渋滞緩和というこ

とですが、現在の周辺道路の混

雑状況を最新のデータは？ 

最新の交通量データについては、交通量調査を実施することとしてお

り、その結果については、今後の意見交換会等でお示しする予定で

す。 

 

再 質 問

⑦ 

 

今後の人口減少と交通量減少

を認めながら、必要なインフラ

だからとして住民の多くが反

対し、又地元自治体からも疑義

が出ている道路整備は、都民フ

ァーストとは云えないのでは。 

人口減少の時代にあっても、将来にわたり東京を持続的に発展させて

いくためには、広域的な交流、連携や高度な防災都市などを支える都

市計画道路ネットワークの充実が不可欠であり、必要な道路は着実に

整備していきます。 

 なお、第四次事業化計画の策定にあたって予測した将来交通量は、

広く一般に用いられている予測手法を活用し、将来の人口配置や経済

の動向などが考慮  されています。 

２-２）前回の回答２Ｂ（緊急輸送道路の拡充・避難場所へのアクセス向上）に関して 

再 質 問

⑧ 

 

小金井３・４・１１号線は避難

場所へのアクセスの向上を図

るとしているが、災害時の避難

は、車ではなく徒歩で避難する

ようにとの指針があるのでは。 

 災害時には、避難場所に多くの都民が集まることが想定され、その

ための経路を確保することが必要です 。 また、避難場所へは、徒

歩での避難に加え、救急車や緊急物資の搬送車の往来があり、アクセ

ス性を向上させることが重要です 。 

再 質 問

⑨ 

 

東日本大震災時に都内の道路

は激しい渋滞で避難や移動に

殆ど機能しなかったことをど

う受け止めていますか。 

また、避難に関する計画は、東京都地域防災計画で定めており、東京

防災や  ホームページヘの掲載を通じ、避難場所等の情報を周知 し

ています。 

 

再 質 問

⑩ 

 

行政が行うべきは都民の命と

財産を守ることが本来あるべ

き防災対策なのではないか。事

前の災害対策の強化こそ地域

の防災性の向上ではないか。 

 東京の防災力を向上させるには、「自助」「共助」「公助」を実現

し、都の地域における地震被害の予防対策 、応急・復旧対策及び震

災復典を実施し 都民の生命・身体及び財産を保護するとともに、都

市の機能を維持することが必要です。 

 

２－３）前回の回答２Ｃ（延焼遮断帯の形成）に関して 

再 質 問

⑪ 

 

前回、沿道にだけ耐火建築物を

建設すれば防災効果があると

しています。優先すべきは「燃

えにくい街をつくることこそ、

都民の命を守る事前防災対策」

との質問には答えていない。 

 延焼遮断帯とは、地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果

たす道路、河川、鉄道公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建

築物等により構成さ れる帯状の不燃空間のことです。 ＇ 

 さらに、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐためには、主に、

延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機能確保、安全で良質な市街地の

形成及び避難場所等の確保など、都市構造の改善に関する諸施設を推

進することが必要です 。 

 



３）前回の回答３（住民の暮らし・憲法で謳われている住民の権利）に関して 

再質問

⑭ 

 

前回の質問で指摘した憲法違反

の恐れ（権利制限など）、「終の

棲家」を追われることになる住民

の生活について、回答が全くない

ので、答えて下さい。 

 本事業を進めるためには、地権者様の土地をお譲りいただきた

り、建物等を 事業区域外へ移転していただかなければなりませ

ん 。そのため大変なご迷惑をおかけしますが、道路事業の必要性

をご理解いただき、ご協力を得られるよう 努めます。なお、事業

の際には適切に補償を行っていきます。 

 

４）前回の回答４（代替道路としての現道整備）に関して 

再 質 問

⑯ 

 

現道のない地域に新たな道路を

作るには、5年や 10 年では完成

しません。30年～50 年後にしか

出来ないかもしれない道路に交

通緩和を期待するのは無理では 

 小金井 ３・４・１号線、小金 井 ３・４・１１号線は、第四次

事業化計画において平成 28 年度から平成 37 年度までに優先的に

着手すべき路線に位置付けています。連雀通りの都市計画の無い区

間の沿道には、堅牢な建物が建築されていることから、拡幅は困難

な状況です。 

再 質 問

⑱ 

 

再 質 問

⑲ 

 

２路線が計画されている街にど

のくらいの通過車両があるのか

を調査したことはあるのか。 

更に、現道から新設道路に交通

が転換するというが、その転換

交通量を、現道を入れた地図上

で明らかにできますか？（これ

は後日の文書回答で良い） 

 優先整備路線の選定に当たっては、六つの選定項目を設定し、選

定。このうち、「自動車交通の円滑化」については、主要渋滞箇所

を含む区間や混 雑度 1. 25 を上回る区間について、交通の転換や

拡幅により、渋滞緩和に寄与することが期待される区間を優先性の

高い区間として選定する項目です。 

 また、「地域の安全性の向上」については、通過交通を適切に処理

するため、  都内で発生している人身事故に着目し、区部及び多摩地

域それぞれで人身事故密度が高い住宅エリアの街区を形成する都市計

画道路を優先性の高い区間とし て選定する項目です 。 

最新の交通量データについては、交通量調査を実施することとし

ており、その結果については、今後お示しする予定です。 

５）【追加質問】 

⑳ 国土交通省の「見直し手引き」で

は、東京都の事案に「見直しガイ

ドラインではなく、事業化計画

（優先整備路線の選定）が一体

となっている」とあり、国は都が

行ってきた作業について「見直

しでは無い」と評価している 

第四次事業化計画は、 9 路線 5 k m は、廃止や縮小など都市計

画を見直すべき路線として示しました。 

 このように第四次事業化計画は、都市計画道路の見直しに関する

検証項目や方法、すなわち「見直しガイドライン」としての内容、

及びその結果としての見直すべき路線の提示、そして事業化計画が

一体となったものであり、「見直しガイドライン」の内容が含まれ

ています。 

 

㉑ 11 月の意見交換会で、建設局の

課長は、第４次優先整備路線決

定時のパブコメの扱いについて

「反対意見は反映されなかっ

た」とされていますが、これは都

の正式なパブコメに関する見解

と受け止めてよろしいですね。 

パブリックコメントでいただいたご意見・ご提案に対する東京都

の考え方・対応については、東京都都市整備局のホーム ページに

記載されているとおり、「現地 の地形や自然環境等を踏まえ、整

備形態等について適切に対応するとともに、地元説明を実施するな

ど、事業化に向けて、適切に取り組んでいきます。」との考え方を

示しています 。 

 これらを踏まえ、自然環境や景観などに関する調査検討を実施

し、意見交換を重ねるなど、丁寧に対応していきます 。 

㉒ 知事からは（小金井に対して）

「丁寧な対応」を指示されてい

るようだが、都が行うという「意

見交換会」に、路線決定者の整備

局が参加しないで、「整備にあた

って」という前提での意見交換

会をすれば「丁寧な対応」をして

いるということなのか。 

知事は、平成 2 8 年第三回定例会一般質問において 、「この道路

整備に当たりましては、さまざまな意見があることは承知をいたし

ております。今後、道路の果たす役割や機能、そして環境にどう配

慮するかについては、市民との意見交換の場を設けて、一つ一つ丁

寧に対応を行うように指示したところでございます。」と答弁して

います。 

 建設局はこの指示に基づき、自然環境や景観などに関する調査検

討を実施し、意見交換を重ねるなど、丁寧に対応していきます 。 

 

 



東
京
外
環
道
訴
訟
提
訴
一
周
年
記
念
集
会

昨
年
12
月
15
日
、
練
馬
か
ら
東
名
高
速
ま
で
地
下
50

ｍ
に
直
径
16
ｍ
の
巨
大
ト
ン
ネ
ル
2
本
を
掘
っ
て
造
る

東
京
外
環
道
の
訴
訟
、
提
訴
1
周
年
の
記
念
集
会
が
武

蔵
野
市
で
行
わ
れ
た
。

訴
訟
団
の
弁
護
士
か
ら
次
の
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
「
外
環
道
は
大
深
度
地
下
法
と
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
認
可
事
業
な
の
で
、
こ
の
違
法
性
を
訴
え
て
い

る
。
違
法
が
一
つ
で
も
あ
れ
ば
取
消
し
・
無
効
に
な
る
。

「
地
上
に
は
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

地
下
に
は
居
住
者
の
権
利
が
及
ば
な
い
と
し
た
大
深
度

地
下
法
。
憲
法
違
反
を
承
知
で
や
っ
て
い
る
。
」
「
こ

れ
は
た
い
へ
ん
な
権
利
侵
害
。
国
は
『
安
全
・
安
心
・

適
正
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
地
下
か
ら
酸
欠
気
泡
が
噴

出
し
た
こ
と
で
、
こ
の
大
前
提
が
崩
れ
た
。
」

「
裁
判
は
弁
護
士
に
任
せ
て
お
け
ば
、
と
い
う
の
で
は

負
け
る
。
住
民
の
み
な
さ
ん
の
運
動
が
大
事
」

ま
た
、
昨
年
11
月
に
出
版
さ
れ
た
「
住
宅
の
真
下
に

巨
大
ト
ン
ネ
ル
は
い
ら
な
い
！
」
の
出
版
を
記
念
し
て
、

著
者
の
丸
山
重
威
さ
ん
と
道
路
全
国
連
絡
会
の
橋
本
良

仁
さ
ん
の
対
談
が
お
こ
な
わ
れ
、
丸
山
さ
ん
は
、
ひ
と

り
一
人
の
人
生
が
か
か
っ
て
い
る
こ
の
思
い
を
本
に

よ
っ
て
伝
え
た
い
、
問
題
の
所
在
を
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
出
版
に
至
っ
た
思
い
を
語
り
ま
し
た
。

衆
議
院
の
12
月
の
国
土
交
通
委
員
会
で
外
環
道
の
問

題
を
追
及
し
た
初
鹿
明
博
衆
議
院
議
員
が
挨
拶
し
、
工

事
予
算
や
地
中
拡
幅
部
の
工
法
も
決
ま
っ
て
い
な
い
の

に
、
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
の
不
当
さ
な
ど
を

話
さ
れ
ま
し
た
。

北
区
十
条
73
号
線
裁
判

12
月
17
日
、
東
京
地
裁
で
一
番
大
き
い
１
０
３
号
法

廷
の
原
告
側
の
席
は
20
人
以
上
。
弁
護
士
と
原
告
が
意

見
陳
述
。

原
告
側
弁
護
士
は
、
事
業
認
可
し
た
時
点

で
本
当
に
必
要
だ
っ
た
か
ど
う
か
判
断
し
た
の
か
、
必

要
性
が
デ
メ
リ
ッ
ト
を
上
回
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
都

市
計
画
法
も
と
づ
き
適
法
か
違
法
か
を
様
々
な
点
か
ら

明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

ま
た
、
交
通
処
理
機
能
改
善
の
た
め
に
多
く
の
住
民

を
立
ち
退
か
せ
て
や
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
ま
ち
づ

く
り
の
向
上
で
な
く
、
明
ら
か
に
町
こ
わ
し
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
ま
し
た
。

十
条
商
店
街
で
営
業
を
し
て
い
る
原
告
か
ら
、
た
っ

た
２
回
の
説
明
会
で
い
き
な
り
始
ま
っ
た
こ
と
、
１
０

０
億
円
以
上
の
事
業
費
も
か
け
る
な
ら
、
住
民
の
た
め

に
使
い
道
が
他
に
あ
る
こ
と
、
30
ｍ
先
に
道
路
を
作
っ

て
い
る
が
40
年
た
っ
て
も
ま
だ
で
き
て
い
な
い
、
今
、

北
区
は
防
災
の
た
め
に
建
物
を
強
化
し
て
お
り
、
道
路

が
防
災
の
た
め
と
い
う
の
は
、
後
付
け
の
理
由
で
す
な

ど
と
述
べ
ま
し
た
。

裁
判
の
傍
聴
か
ら

＜前回の世話人会以降の活動経過＞
2018年
12月13日 第34回世話人会
12月15日 外環道訴訟1周年集会
12月16日 講座「微地形がはぐくむ豊かな台地と湧水」

（企画：はけ文）
12月18日 3･4･11号線住民の会世話人会
12月19日 東京都から市民の会の再々質問に

対する回答書届く（12/18付）
12月24日 道路チラシ第1回検討会議
12月26日 板橋大山補助26号線裁判
2019年
1月10日 第35回世話人会

＜今後の日程＞
2019年
1月10日 第35回世話人会
1月23日 多摩地区道路連絡会
★講演会
1月26日(土)14時～16時 （企画：はけ文）

地形を知って考える私たちのまちづくり
第3回 はけの保全と地域防災」
講師：はけの自然を大切にする会田中兄一さん

＜これからの他地域の裁判等＞
1月15日14時 東京外環道訴訟103号法廷
1月21日15時 赤羽８６号線訴訟103号法廷
1月22日14時半 小平3･2･8号線 高裁825法廷
1月23日14時 世田谷106号線訴訟 高裁808号法廷
1月27日14時 赤羽86号線住民の会総会＆原告団

結成1周年の集い 北区・静勝寺
1月30日14時 志茂８６号線訴訟103号法廷（判決言渡）
2月7日10時半 京王線地下化訴訟 高裁101号法廷
2月8日14時 リニア新幹線訴訟 103号法廷
3月13日11時半 東京外環道青梅ＩＣ訴訟522号法廷
3月13日14時半 北区十条再開発訴訟 103号法廷
3月27日14時 品川29号線訴訟 103号法廷

品
川
２
９
号
線
裁
判

12
月
22
日
、
２
人
が
意
見
陳
述
、
原
告
の
方
は
、
賃

貸
住
宅
を
建
て
て
か
ら
10
か
月
後
に
計
画
が
公
表
さ

れ
た
こ
と
、
40
％
が
計
画
地
と
な
り
、
半
分
も
補
償

さ
れ
な
い
。
親
孝
行
と
思
っ
て
両
親
の
近
く
に
戻
っ

て
き
た
の
に
と
。

弁
護
士
か
ら
の
陳
述
で
は
、
交
通
の
混
雑
率
は
平

成
22
年
度
と
27
年
度
で
は
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
が
、

交
通
量
は
減
少
し
て
い
る
。
「
増
大
す
る
交
通
量
」

と
い
う
の
は
重
大
な
事
実
誤
認
と
主
張
し
ま
し
た
。

終
了
後
の
報
告
集
会
で
、
都
は
「
自
動
車
の
ス

ピ
ー
ド
が
遅
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
地
方
に
比
べ

て
遅
い
の
は
当
た
り
前
、
都
は
交
通
量
が
減
っ
て
い

る
こ
と
を
言
わ
な
い
と
弁
護
士
か
ら
補
足
が
あ
り
ま

し
た
。
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